
は
じ
め
に

近
世
寺
社
が
堂
社
な
ど
の
修
復
の
た
め
に
行
っ
た
も
の
と
し
て
名
目
金
貸
付
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中
世
期
の
祠
堂
金
貸
付
に
そ
の
原
型
が
求
め
ら
れ
、
死
者

の
冥
福
誦
供
の
経
費
の
た
め
喜
捨
・
寄
進
さ
れ
た
祠
堂
物
を
財
源
と
す
る
貸
付
で
、

主
に
該
当
寺
院
と
関
係
が
あ
る
困
窮
し
た
人
々
の
済
生
を
目
論
ん
で
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
祠
堂
金
貸
付
が
近
世
期
に
お
い
て
世
俗
を
貸
付
対
象

と
し
、
そ
の
目
的
も
多
く
の
利
子
を
獲
得
す
る
こ
と
に
変
化
し
た
も
の
、
つ
ま
り

既
存
の
祠
堂
金
貸
付
の
変
形
こ
そ
が
近
世
の
名
目
金
貸
付
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は

意
味
深
い
（
１
）
。

し
か
し
な
が
ら
近
世
の
寺
社
が
名
目
金
貸
付
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
背
景

に
つ
い
て
全
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
た
だ
幕
府
か
ら
の
資
金
援

助
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
な
ど
の
理
由
が
推
察
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

本
稿
の
対
象
と
な
る
妙
法
院
は
近
世
期
に
名
目
金
貸
付
を
活
発
に
行
っ
た
代
表

的
な
門
跡
寺
院
で
あ
り
、
そ
の
貸
付
領
域
も
本
拠
で
あ
る
京
都
を
超
え
、
広
範
な

地
域
に
及
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
元
禄
期
か
ら
明
治
初
年
ま
で
の
二
百
年
間

に
わ
た
る
妙
法
院
の
坊
官
の
記
録
で
あ
る
『
妙
法
院
日
次
記
』
の
中
に
は
、
こ
の

貸
付
関
連
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
以
下
で
は
『
妙
法
院
日
次
記
』
の
修
復
関
連

記
録
か
ら
当
時
の
状
況
を
汲
み
上
げ
、
妙
法
院
と
い
う
一
個
の
寺
院
が
ど
の
よ
う

な
過
程
を
辿
っ
て
本
格
的
に
貸
付
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
寺
社
が
名

目
金
貸
付
に
乗
り
出
す
過
程
を
追
い
、
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
点
に
つ
い
て
整

理
し
た
い
。

一
�
妙
法
院
の
修
復
請
願

妙
法
院
は
現
在
京
都
市
東
山
区
妙
法
院
前
側
町
に
位
置
す
る
天
台
宗
の
門
跡
寺

院
で
、
延
暦
年
間
（
七
八
二
〜
八
〇
六
）
最
澄
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
、
安
貞
元
年

（
一
二
二
七
）
後
高
倉
院
の
王
子
で
あ
る
尊
性
法
親
王
が
入
寺
し
て
天
台
座
主
に

な
っ
て
以
降
、
法
親
王
が
住
職
す
る
宮
門
跡
と
な
っ
た
。
応
仁
元
年
（
一
四
六

近
世
寺
院
の
自
力
修
復
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
―
勧
化
か
ら
貸
付
へ
―
―

�

承

美

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
一
号

二
〇
一
七
年
三
月
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七
）
に
は
火
災
の
被
害
を
受
け
る
が
、
豊
臣
秀
吉
が
方
広
寺
を
建
立
し
、
続
い
て

徳
川
家
康
が
蓮
華
王
院
と
一
緒
に
管
領
さ
せ
る
こ
と
で
妙
法
院
に
繁
栄
を
も
た
ら

し
た
と
言
わ
れ
る
（
２
）
。

近
世
期
の
妙
法
院
に
お
い
て
ま
ず
念
頭
に
置
く
べ
き
こ
と
は
、
管
領
し
て
い
る

方
広
寺
大
仏
殿
（
史
料
の
中
で
は
「
大
仏
殿
」
と
し
て
表
現
）
と
三
十
三
間
堂
の

修
理
・
復
興
に
必
要
な
経
費
を
調
達
す
る
問
題
が
、
近
世
の
妙
法
院
に
と
っ
て
常

に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
３
）
。

当
該
期
の
妙
法
院
の
財
政
状
況
を
石
高
か
ら
確
認
し
て
み
る
と
、
ま
ず
知
行
と

し
て
山
城
国
愛
宕
郡
の
鹿
ケ
谷
村
、
大
原
上
野
村
、
柳
原
庄
の
三
ケ
村
、
同
国
�

野
郡
の
牛
ケ
瀬
村
、
朝
原
村
、
東
塩
小
路
村
の
三
ケ
村
、
同
国
乙
訓
郡
の
寺
戸
村

の
一
ケ
村
、
そ
し
て
大
仏
殿
境
内
の
石
高
を
合
わ
せ
、
総
高
一
九
七
二
石
二
斗
八

升
二
合
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
抱
え
の
蓮
華
王
院
所
領
の
石
高
十
石
九
斗
を
合

わ
せ
る
と
、
二
千
弱
の
知
行
石
高
が
妙
法
院
の
財
政
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
（
４
）
。

寺
院
と
し
て
実
施
す
べ
き
儀
式
や
京
都
の
寺
院
の
一
つ
と
し
て
行
う
べ
き
礼
式

な
ど
に
必
要
と
さ
れ
る
費
用
も
算
定
に
い
れ
る
と
、
大
仏
殿
を
は
じ
め
と
す
る
妙

法
院
の
施
設
の
諸
修
理
に
か
か
わ
る
出
費
は
相
当
な
負
担
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

当
該
期
の
幕
府
も
財
政
難
か
ら
寺
社
の
修
復
に
は
消
極
的
で
多
額
の
支
援
が
期
待

で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
仏
殿
を
は
じ
め
と
す
る
諸
施
設
の
修
復
に
か
か
る

費
用
は
、
妙
法
院
み
ず
か
ら
が
賄
う
必
要
が
あ
っ
た
。

例
を
挙
げ
る
と
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
六
月
二
十
四
日
、
妙
法
院
の
坊
官

菅
谷
式
部
卿
は
、
次
の
よ
う
な
願
書
を
武
家
伝
奏
の
柳
原
と
広
橋
へ
提
出
し
た
。

﹇
史
料
一
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
宝
暦
三
年
六
月
二
十
四
日
条

一
、
伝
奏
衆
江
被
差
出
書
付
、
如
左
、

口
上
覚

妙
法
院
宮
御
抱
大
仏
殿
伽
藍
廻
り
、
近
年
及
破
損
歎
思
召
候
、
差
当
り
而

者
蓮
華
王
院
之
西
之
門
、
当
春
已
来
就
中
大
破
ニ
付
、
先
達
而
御
書
付
を

以
被
仰
入
候
通
ニ
御
座
候
、
然
処
此
度
右
之
門
西
之
方
片
屋
根
、
棟
際
よ

り
一
面
に
く
つ
れ
落
、
垂
木
・
瓦
等
悉
皆
致
破
却
、
弥
以
難
及
御
手
沙
汰

候
、
依
之
御
届
被
仰
入
候
間
、
何
分
急
々
御
見
分
之
上
、
従
公
儀
御
修
覆

之
御
沙
汰
被
成
進
候
様
ニ
、
酒
井
讃
岐
守
殿
（
５
）
江
宜
御
伝
達
頼
思
召
候
、
以

上
（
６
）

上
記
に
よ
る
と
近
年
大
仏
殿
の
伽
藍
周
辺
の
破
損
が
激
し
く
、
特
に
宝
暦
三
年

の
春
、
蓮
華
王
院
の
西
門
が
大
破
し
、
夏
に
は
そ
の
片
屋
根
が
崩
れ
落
ち
る
状
態

に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
妙
法
院
自
身
の
手
に
よ
っ
て
修
復
す
る
の
は
無

理
で
あ
る
と
判
断
し
、
所
司
代
の
酒
井
讃
岐
守
に
見
分
の
上
「
公
儀
修
覆
」、
つ

ま
り
幕
府
の
財
政
支
出
に
よ
る
寺
社
修
復
を
行
っ
て
貰
う
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

寺
社
修
復
を
幕
府
が
直
接
手
掛
け
る
こ
と
は
以
前
で
も
稀
で
は
な
く
、
特
に
妙

法
院
の
よ
う
に
由
緒
の
あ
る
寺
院
が
幕
府
に
直
接
修
復
を
願
い
出
る
こ
と
は
十
分

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
実
際
妙
法
院
に
お
け
る
公
儀
修
復
は
寛
文

頃
に
あ
り
、
そ
の
以
後
も
朝
鮮
通
信
使
が
来
日
す
る
度
毎
に
少
し
ず
つ
修
復
が
行

わ
れ
た
の
で
、
破
損
が
目
立
つ
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
（
７
）
。

し
か
し
こ
の
時
の
修
復
請
願
に
つ
い
て
幕
府
か
ら
の
何
の
返
答
も
な
い
ま
ま
年

は
明
け
、
翌
年
の
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
二
月
十
一
日
妙
法
院
は
伝
奏
衆
宛
に

「
先
達
而
被
仰
入
候
通
、
御
見
分
之
上
、
何
卒
従
公
儀
御
修
復
被
成
進
候
様
、
再

応
御
願
被
仰
入
候
、
此
旨
酒
井
讃
岐
守
殿
江
宜
御
伝
達
頼
思
召
候
（
８
）」
と
再
び
公
儀

修
復
を
願
い
出
た
。
前
回
の
請
願
以
来
、
損
壊
が
酷
か
っ
た
蓮
華
王
院
西
門
で
は

人
馬
の
往
来
も
止
め
、
幕
府
の
修
復
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
よ
う
な
妙
法
院
の
再
三
に
亘
る
修
復
請
願
に
対
す
る
幕
府
の
答
え
は
、
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修
復
の
代
わ
り
に
諸
国
に
お
け
る
七
ケ
年
間
の
「
勧
化
」
を
認
め
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
「
勧
化
」
と
い
う
の
は
、
寺
社
の
諸
建
物
の
修
復
・
造
営
の
た
め
に
幕

府
の
許
可
の
も
と
に
一
定
期
間
、
一
定
地
域
の
一
般
諸
人
を
対
象
と
し
た
募
金
活

動
で
あ
る
（
９
）
。
享
保
改
革
に
お
け
る
財
政
政
策
の
一
環
と
し
て
、
す
で
に
幕
府
は
寺

社
の
修
復
を
基
本
的
に
寺
社
自
身
の
募
金
活
動
に
ま
か
せ
、
そ
こ
か
ら
得
た
資
金

を
修
復
資
金
と
す
る
方
策
を
取
る
こ
と
に
し
た
と
さ
れ
る
が
、
ま
さ
に
妙
法
院
の

修
復
請
願
に
対
し
、
幕
府
は
勧
化
に
よ
り
修
復
資
金
を
賄
う
よ
う
指
示
し
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
幕
府
の
指
示
に
対
し
て
妙
法
院
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
見
せ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
は
宝
暦
四
年
五
月
十
八
日
妙
法
院
の
坊
官
菅
谷
式
部
卿
が
武
家

伝
奏
の
広
橋
と
柳
原
宛
に
提
出
し
た
書
付
で
あ
る
。

﹇
史
料
二
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
宝
暦
四
年
五
月
十
八
日
条

（
前
略
）
妙
法
院
宮
御
抱
大
仏
殿
及
大
破
候
ニ
付
、
御
修
復
之
儀
、
先
達
而
御

願
書
被
差
出
、
其
後
蓮
華
王
院
西
之
門
・
西
之
片
屋
根
及
破
壊
候
之
故
、
御
書

付
被
差
出
、
其
後
茂
追
々
御
願
書
被
差
出
候
ニ
付
、
右
之
趣
、
委
細
関
東
江
御

通
達
候
処
、
御
修
復
場
所
之
儀
者
、
当
時
御
定
も
有
之
事
ニ
候
間
、
御
修
復
者

難
被
仰
出
候
、
七
ヶ
年
之
間
諸
国
勧
化
被
仰
出
候
旨
、
御
承
知
被
成
、
御
満
足

ニ
思
召
候
、
因
茲
早
々
諸
国
勧
化
可
相
催
儀
ニ
御
座
候
得
共
、
宮
御
方
御
勝
手

向
、
元
来
至
極
御
不
如
意
之
儀
ニ
候
得
者
、
右
勧
化
と
し
て
諸
国
江
被
差
出
候

人
體
・
旅
用
並
諸
雑
用
等
、
指
当
一
向
難
相
調
、
進
退
御
難
渋
至
極
歎
思
召
候

儀
ニ
御
座
候
、
尤
当
時
御
修
復
場
所
之
儀
御
定
も
被
為
有
之
候
由
、
然
処
彼
是

被
仰
入
候
儀
、
甚
以
御
気
毒
ニ
御
座
候
得
共
、
所
詮
大
伽
藍
等
御
修
復
之
儀
者
、

御
小
身
之
御
事
ニ
御
座
候
得
者
、
不
被
為
能
御
料
簡
候
、
何
と
そ
先
例
之
通
、

従
公
儀
御
修
復
被
成
進
候
様
ニ
、
再
応
御
歎
被
仰
入
度
候
間
、
右
之
趣
酒
井
讃

岐
守
殿
へ
宜
御
通
達
頼
思
召
候
、
以
上
（
１０
）

妙
法
院
は
勧
化
実
施
と
い
う
幕
府
の
決
定
に
つ
い
て
納
得
し
て
お
ら
ず
、
そ
の

理
由
と
し
て
国
々
へ
の
役
人
の
派
遣
に
お
け
る
費
用
な
ど
勧
化
に
掛
る
諸
経
費
が

調
達
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
大
伽
藍
の
修
復
は
妙
法
院
の
手
に
は
あ
ま
る
大
工
事

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
先
例
通
り
幕
府
の
手
に
よ
る
公
儀
修
復
を
再
び
願
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
寺
院
の
修
復
を
寺
院
自
身
に
任
せ
る
と
い
う
幕
府
の
方
針
は

揺
る
が
ず
、
妙
法
院
の
修
復
請
願
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

で
は
、
妙
法
院
は
こ
の
難
局
を
ど
の
よ
う
に
打
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
宝
暦
四
年
七
月
二
十
九
日
、
妙
法
院
は
武
家
伝
奏
に
次
の
よ
う
な
書
付
を
提

出
す
る
。

﹇
史
料
三
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
宝
暦
四
年
七
月
二
十
九
日
条

口
上
覚

妙
法
院
宮
御
抱
大
仏
殿
伽
藍
廻
り
、
幷
蓮
華
王
院
之
西
之
門
、
及
大
破
候

ニ
付
、
先
達
而
御
修
復
之
儀
御
願
被
仰
付
候
得
共
、
御
修
復
場
所
之
儀
者
、

当
時
御
定
茂
被
為
有
候
間
、
御
修
復
者
難
被
仰
出
、
七
ヶ
年
之
間
諸
国
勧

化
被
仰
出
之
、
忝
思
召
候
、
依
之
早
々
勧
化
可
被
相
催
候
処
、
御
勝
手
向

至
極
御
不
如
意
之
儀
ニ
候
得
共
、
為
勧
化
被
差
出
候
人
體
・
旅
用
幷
諸
雑

用
等
一
向
難
相
調
、
進
退
御
難
渋
被
成
候
ニ
付
、
御
修
復
之
儀
、
何
と
そ

再
応
御
願
被
仰
立
度
思
召
候
得
共
、
所
詮
当
時
御
修
復
場
所
之
儀
ハ
御
定

も
有
之
、
難
被
仰
出
、
諸
国
勧
化
被
仰
出
候
御
儀
ニ
御
座
候
上
ハ
、
再
御

願
不
被
仰
入
候
、
勿
論
亥
年
よ
り
七
ヶ
年
之
間
、
勧
化
之
儀
ニ
御
座
候
得

者
、
右
勧
化
相
廻
り
候
人
體
・
萬
端
入
用
之
儀
、
彼
是
御
勘
弁
御
座
候
得

共
、
元
来
御
勝
手
向
御
不
如
意
ニ
而
、
兎
角
御
手
当
も
難
相
成
、
必
止
と
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御
難
儀
御
気
毒
思
召
候
、
其
上
大
仏
殿
回
廊
廻
り
幷
西
之
門
、
就
中
及
大

破
、
其
儘
ニ
御
差
置
候
而
ハ
、
弥
以
朽
損
至
極
歎
思
召
候
儀
ニ
御
座
候
故
、

急
務
之
場
所
御
修
復
被
成
度
御
座
候
得
共
、
当
節
御
困
窮
ニ
付
、
難
被
任

御
心
御
座
候
、
諸
国
勧
化
被
仰
出
候
上
、
随
而
御
願
被
仰
入
候
儀
ハ
如
何

御
気
毒
ニ
御
座
候
得
共
、
甚
御
到
惑
歎
思
召
候
儀
ニ
御
座
候
間
、
此
度
何

と
そ
御
金
五
千
両
拝
領
御
願
被
仰
入
度
候
、
畢
竟
右
御
拝
領
之
御
金
を
以
、

諸
国
勧
化
相
廻
り
候
人
體
・
旅
用
幷
諸
雑
用
等
、
且
又
差
当
り
候
破
損
所

御
修
復
被
成
度
思
召
候
、
此
等
之
趣
、
酒
井
讃
岐
守
殿
江
宜
御
伝
達
可
被

進
候
、
已
上
（
１１
）

こ
こ
で
妙
法
院
は
公
儀
修
復
の
要
求
か
ら
一
歩
後
退
し
て
、
五
千
両
の
拝
領
金

を
幕
府
に
願
っ
て
い
る
。
こ
の
五
千
両
は
、
妙
法
院
が
勧
化
を
行
う
に
必
要
な
諸

費
用
お
よ
び
当
座
修
復
を
急
務
と
す
る
場
所
の
修
繕
費
な
ど
に
充
て
る
金
額
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
幕
府
に
期
待
で
き
る
の
か
否
か
を
検
討
し
た
上
で
行
わ
れ
た
請

願
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
幕
府
は
こ
の
拝
領
金
願
い
に
対
し
て
も
「
此
儀
者

例
茂
無
之
儀
、
外
江
茂
相
障
候
事
故
、
一
向
難
及
御
沙
汰
候
（
１２
）」
と
請
願
を
却
下
し

た
。
緊
縮
財
政
に
よ
り
寺
院
の
修
復
を
放
棄
す
る
こ
と
に
し
た
幕
府
に
と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
拝
領
金
の
要
請
も
公
儀
修
復
の
請
願
と
同
じ
く
到
底
受
け
入
れ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

妙
法
院
に
認
め
ら
れ
た
の
は
結
局
勧
化
と
い
う
募
金
活
動
の
み
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
妙
法
院
は
宝
暦
四
年
十
月
九
日
、
武
家
伝
奏
に
書
付
を
差
し
出
し
「
所
詮
諸

国
江
為
勧
化
人
躰
被
指
出
候
儀
者
、
難
被
任
御
料
簡
候
故
、
勧
化
等
之
儀
、
関
東

表
江
御
使
を
以
、
何
と
そ
御
願
被
仰
入
度
思
召
候
、
此
段
酒
井
讃
岐
守
殿
江
宜
御

伝
達
頼
思
召
候（１３
）」
と
、
直
接
に
江
戸
に
行
っ
て
請
願
す
る
こ
と
の
許
可
を
武
家
伝

奏
を
通
し
て
所
司
代
に
願
っ
て
い
る
。
当
時
妙
法
院
は
毎
年
初
に
年
明
け
の
礼
と

し
て
使
者
を
関
東
へ
派
遣
し
て
い
た
が
、
今
回
は
そ
の
定
例
の
挨
拶
を
兼
ね
て
請

願
す
る
つ
も
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。

使
者
を
派
遣
す
る
前
月
で
あ
る
宝
暦
四
年
十
二
月
十
八
日
、
武
家
伝
奏
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
所
司
代
の
質
問
に
対
し
て
妙
法
院
の
坊
官
が
提
出
し
た
書
付
か
ら
こ
れ

を
確
認
し
て
み
よ
う
。

﹇
史
料
四
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
宝
暦
四
年
十
二
月
十
八
日
条

口
上
覚

一
、
妙
法
院
宮
御
抱
大
仏
殿
伽
藍
廻
り
幷
蓮
華
王
院
之
西
之
門
及
大
破
候
ニ
付
、

来
亥
年
よ
り
七
ヶ
年
之
間
、
諸
国
勧
化
被
仰
出
、
忝
思
召
候
、
依
之
勧
化

ニ
被
差
遣
候
役
人
人
躰
、
先
達
而
酒
井
讃
岐
守
殿
よ
り
御
尋
被
成
候
得
共
、

未
御
返
答
不
被
仰
遣
候
、

此
儀
諸
国
江
勧
化
ニ
被
相
廻
候
役
人
人
躰
等
、
早
々
可
被
仰
入
候
処
、

先
達
而
被
仰
達
候
通
、
御
勝
手
向
御
不
如
意
故
、
右
被
相
廻
候
旅
用
幷

諸
雑
用
等
、
一
向
難
相
調
御
難
渋
ニ
付
、
甚
御
到
惑
之
儀
ニ
候
得
者
、

人
躰
御
治
定
之
儀
兎
角
御
貪
着
難
被
成
候
ニ
付
、
今
以
人
躰
等
之
儀
不

被
仰
入
候
御
事
、

一
、
先
達
而
被
差
出
候
御
書
付
之
内
ニ
、
勧
化
等
之
儀
、
関
東
宛
江
御
使
を
以
、

何
と
そ
御
願
被
仰
入
度
思
召
候
由
と
有
之
候
、
此
儀
者
、
如
何
様
之
儀
ニ

候
哉
、
御
承
知
被
成
度
候
旨
、

此
儀
諸
国
為
勧
化
被
相
廻
候
旅
用
幷
諸
雑
用
等
、
一
向
難
相
調
御
難
渋

ニ
付
、
所
詮
諸
国
江
人
躰
被
差
出
候
儀
者
、
兎
角
御
貪
着
難
被
成
候
故
、

関
東
宛
江
御
使
被
差
下
、
何
と
そ
御
願
被
仰
入
、
御
府
内
ニ
而
向
寄
江

勧
化
相
廻
り
候
ハ
ヽ
、
諸
雑
用
等
も
お
の
つ
か
ら
可
致
減
少
候
哉
、
右

ニ
付
関
東
宛
江
御
使
を
以
、
御
願
可
被
仰
入
と
思
召
候
儀
ニ
付
、
先
達
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而
被
差
出
候
書
面
之
通
ニ
御
座
候
御
事
、

右
之
趣
、
酒
井
讃
岐
守
殿
江
宜
御
伝
達
頼
思
召
候
、
已
上
（
１４
）

所
司
代
か
ら
の
妙
法
院
へ
は
二
つ
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
一
つ
目
は
、
勧

化
実
施
が
許
可
さ
れ
な
が
ら
そ
の
担
当
役
人
が
選
ば
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て

の
質
問
で
あ
り
、
二
つ
目
は
関
東
に
請
願
の
使
者
を
派
遣
す
る
件
に
つ
い
て
で
あ

る
。
ま
ず
勧
化
担
当
役
人
が
未
選
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
財
政
難

に
よ
り
勧
化
を
行
う
準
備
も
で
き
な
い
状
況
な
の
で
担
当
者
の
選
定
も
遅
く
な
っ

て
い
る
と
答
え
、
財
政
状
況
の
厳
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
江
戸
へ
の
使
者

派
遣
に
つ
い
て
は
、
諸
費
用
節
約
の
た
め
勧
化
を
江
戸
府
内
で
実
施
し
た
い
の
で
、

そ
れ
を
幕
府
へ
直
接
請
願
し
た
い
と
、
使
者
派
遣
の
目
的
を
述
べ
て
い
る
。

年
明
け
の
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
正
月
十
二
日
、
恒
例
の
新
年
挨
拶
の
使
者

と
し
て
妙
法
院
坊
宮
の
菅
谷
式
部
卿
が
江
戸
へ
派
遣
さ
れ
る
が
、
そ
の
同
じ
日
に

青
水
内
記
と
い
う
人
物
も
江
戸
へ
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
青
水
内
記
は
妙

法
院
の
財
政
管
理
に
深
く
係
わ
っ
て
い
た
人
物
で
、
後
に
京
都
と
江
戸
に
妙
法
院

の
勧
化
所
が
設
置
さ
れ
る
際
、
江
戸
の
勧
化
所
に
詰
め
る
役
人
と
し
て
そ
の
名
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
１５
）
。
菅
谷
と
青
水
は
三
ヶ
月
後
の
三
月
十
九
日
に
な
っ
て
帰
京
を

報
告
し
て
い
る
。

更
に
帰
京
か
ら
二
ヶ
月
後
の
五
月
、
彼
ら
は
再
び
江
戸
へ
行
く
こ
と
に
な
る
。

同
年
四
月
六
日
妙
法
院
の
坊
官
今
小
路
兵
部
卿
が
武
家
伝
奏
へ
提
出
し
た
書
付
に

は
、「
関
東
表
江
御
使
被
差
下
御
願
被
仰
立
、
御
府
内
ニ
而
勧
化
相
廻
り
候
ハ
ヽ
、

諸
雑
用
等
も
お
の
つ
か
ら
可
致
減
少
候
哉
、
右
ニ
付
関
東
へ
御
使
被
差
下
御
願
被

仰
入
之
儀
者
、
可
為
格
別
之
由
、
先
頃
御
返
答
之
趣
御
座
候
故
、
此
度
御
使
菅
谷

式
部
卿
・
青
水
内
記
、
右
両
人
被
差
下
候
（
１６
）」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
勧
化
場
所
を

江
戸
府
内
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
幕
府
の
同
意
を
得
た
の
で
、
そ
れ
に
関
連
し
て

使
者
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

五
月
六
日
に
京
を
発
し
た
菅
谷
・
青
水
ら
は
、
約
三
か
月
後
の
八
月
十
一
日
に

よ
う
や
く
京
都
へ
戻
っ
て
き
た
。
そ
し
て
早
く
も
そ
の
翌
日
の
八
月
十
二
日
、
妙

法
院
は
武
家
伝
奏
に
書
付
を
提
出
し
た
。
や
や
長
文
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
全
文

を
紹
介
し
た
い
。

﹇
史
料
五
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
宝
暦
五
年
八
月
十
二
日
条

覚

大
仏
殿
諸
伽
藍
大
破
ニ
付
、
先
達
而
御
修
覆
之
儀
、
御
願
被
成
候
処
、
難
被

仰
付
旨
ニ
而
、
七
ヶ
年
之
内
諸
国
勧
化
之
儀
被
仰
出
、
忝
思
召
候
、
依
之
諸

伽
藍
修
覆
入
用
大
積
並
勧
化
巡
行
等
之
儀
、
段
々
積
立
吟
味
仕
候
処
、
大
寺

之
儀
殊
更
及
大
破
候
故
、
入
用
夥
鋪
儀
御
座
候
、
随
分
可
罷
成
程
勘
弁
相
加

而
茂
、
勧
化
ニ
而
行
届
可
申
哉
、
其
程
難
計
御
座
候
、
然
共
巡
行
不
仕
指
越
、

彼
是
御
願
被
仰
立
候
事
如
何
思
召
候
故
、
一
先
被
仰
出
候
通
、
当
亥
ノ
年
よ

り
七
ヶ
年
巡
行
之
上
、
何
れ
共
可
被
成
御
覚
悟
ニ
御
座
候
得
共
、
七
ヶ
年
之

間
、
国
々
相
廻
候
役
人
一
組
二
組
ニ
而
者
、
中
々
行
届
不
申
、
指
当
巡
行
之

入
用
駅
路
賄
等
之
御
心
当
一
向
無
御
座
候
、
其
上
巡
行
之
中
入
用
積
立
候
得

者
、
是
又
夥
儀
御
座
候
、
右
入
用
等
諸
勘
定
、
勧
物
ニ
而
大
凡
差
引
仕
候
者
、

残
勧
物
ニ
而
者
、
大
伽
藍
大
破
之
修
覆
、
中
々
無
覚
束
奉
存
候
、
然
共
御
願

被
成
候
儀
者
、
難
相
成
旨
ニ
而
御
取
上
無
御
座
、
勧
化
之
儀
被
仰
出
候
、
勧

物
等
諸
勘
定
引
合
不
申
候
と
て
、
大
破
之
処
打
捨
置
、
修
覆
延
々
相
成
候
而

者
、
猶
更
又
大
破
ニ
罷
成
候
間
、
勧
化
之
儀
被
仰
出
候
通
可
被
遊
候
得
共
、

役
人
等
諸
国
巡
行
之
儀
御
座
候
而
者
、
右
申
上
候
通
、
夥
鋪
入
用
茂
相
掛
、

中
々
御
修
覆
金
相
残
可
申
共
不
奉
存
候
間
、
何
卒
御
触
流
ヲ
以
、
巡
行
不
仕
、

於
御
府
内
勧
化
所
相
建
指
置
、
以
御
威
光
可
罷
成
儀
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
領
者
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御
代
官
、
私
領
者
従
領
主
、
武
家
寺
社
町
在
々
共
、
其
所
ニ
而
勧
物
御
取
集
、

其
国
々
よ
り
勧
化
所
江
御
代
官
・
領
主
等
よ
り
御
渡
被
下
候
様
、
御
願
被
成

候
事
、

一
、
諸
国
勧
化
巡
行
之
儀
、
先
達
而
嵯
峨
法
輪
寺
諸
国
勧
化
之
節
、
於
所
々

不
埒
茂
有
之
、
公
儀
御
世
話
ニ
茂
罷
成
候
儀
、
御
門
主
及
御
聞
、
兎
角

巡
行
候
而
者
、
何
程
御
世
話
被
成
候
而
茂
御
手
放
、
被
差
出
候
軽
キ
者

之
分
者
御
世
話
届
兼
、
不
埒
有
之
候
ニ
而
者
、
甚
御
迷
惑
思
召
候
、
幾

重
ニ
茂
巡
行
之
儀
御
断
、
御
触
流
を
以
勧
化
所
江
相
集
候
様
ニ
御
願
思

召
候
、

一
、
江
戸
・
京
・
大
坂
三
ケ
所
並
町
方
寺
社
門
前
町
家
別
ニ
寄
附
有
之
候
様

ニ
被
成
度
思
召
候
、
諸
国
在
々
迄
茂
同
様
、
家
別
ニ
物
之
多
少
者
不
相

構
、
寄
附
有
之
候
様
被
成
度
、
御
願
思
召
候
、
右
之
通
御
願
被
成
候
茂

如
何
ニ
思
召
候
得
共
、
余
寺
与
違
、
大
寺
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
一
通

之
儀
ニ
而
者
、
中
々
御
修
覆
御
調
難
被
成
儀
御
座
候
間
、
格
段
御
威
光

を
以
な
ら
て
は
、
御
修
覆
成
就
難
相
成
御
座
候
ニ
付
、
公
儀
思
召
之
程

憚
思
召
候
得
共
、
無
是
非
右
之
通
御
願
被
成
候
事
、

一
、
勧
物
取
集
七
ヶ
年
与
被
仰
出
、
御
承
知
被
成
候
得
共
、
段
々
申
上
候
通
、

伽
藍
唯
今
大
破
之
儀
、
此
上
七
ヶ
歳
過
候
得
者
、
中
々
御
修
覆
ニ
者
相

成
不
申
、
御
建
直
茂
無
御
座
候
而
者
相
成
間
鋪
趣
ニ
御
座
候
、
勧
化
七

ヶ
年
目
相
集
、
夫
よ
り
取
掛
候
而
者
、
九
ケ
歳
茂
過
不
申
候
而
者
、
御

普
請
取
掛
不
罷
成
候
、
右
之
通
御
座
候
間
、
七
ヶ
年
之
処
三
ケ
年
ニ
御

詰
被
成
、
来
ル
丑
之
歳
迄
ニ
勧
物
相
納
候
様
被
成
度
、
御
願
思
召
候
事
、

一
、
最
初
御
修
覆
之
儀
、
御
願
被
成
候
得
共
、
難
被
仰
付
旨
被
仰
出
候
、
然

共
大
寺
之
儀
、
元
々
御
修
覆
之
儀
御
座
候
処
、
一
通
り
ニ
被
指
置
候
而

者
、
甚
御
難
渋
思
召
候
、
大
寺
之
儀
、
何
方
江
御
願
可
被
仰
御
方
茂
無

御
座
、
幾
々
関
東
御
世
話
被
成
不
被
為
進
候
而
者
、
御
門
主
難
被
成
御

立
、
御
難
儀
被
成
候
、
然
共
一
旦
被
仰
出
候
通
御
承
知
被
成
候
而
、
勧

化
之
儀
被
思
召
立
候
、
是
非
々
々
御
力
ニ
難
及
儀
ニ
罷
成
候
得
者
、
猶

更
御
願
可
被
仰
上
思
召
候
、
此
段
勧
化
相
調
候
上
、
否
之
儀
可
被
仰
上

候
、
御
寄
附
金
等
之
儀
茂
此
節
御
願
可
被
仰
上
候
得
共
、
先
御
指
控
被

成
候
、
偏
関
東
御
威
光
無
御
座
候
者
、
一
向
相
集
兼
申
候
間
、
何
卒
被

為
添
御
威
光
、
年
限
三
ヶ
年
ニ
相
縮
メ
、
国
々
よ
り
無
遅
々
被
相
納
候

様
、
御
触
流
被
為
仰
付
被
為
進
候
様
被
成
度
御
願
思
召
候
、
此
段
酒
井

讃
岐
守
殿
江
宜
御
伝
達
可
被
進
候
、
以
上
（
１７
）

書
付
の
趣
旨
は
、
前
年
許
可
さ
れ
た
勧
化
に
つ
い
て
大
幅
な
修
正
を
願
う
も
の

で
あ
る
。
第
一
は
、
触
流
の
要
求
で
あ
る
。
募
金
の
た
め
七
年
と
い
う
長
期
に
わ

た
る
諸
国
巡
行
を
す
る
に
は
多
額
の
費
用
が
必
要
で
、
そ
の
諸
経
費
を
差
し
引
い

た
後
ど
れ
ほ
ど
の
金
が
残
る
か
覚
束
な
い
の
で
、
諸
国
を
ま
わ
る
巡
行
で
は
な
く

触
流
を
通
じ
て
勧
化
を
行
い
た
い
と
妙
法
院
は
願
っ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
の
ご
威

光
を
も
と
に
幕
領
で
は
代
官
、
私
領
で
は
領
主
が
勧
化
金
を
集
め
、
そ
れ
を
妙
法

院
の
勧
化
所
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

第
二
は
、
江
戸
・
京
・
大
坂
を
始
め
寺
社
門
前
町
で
は
家
別
に
妙
法
院
へ
の

「
寄
附
金
」
を
割
り
当
て
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
寺
の
修
復
に
は
多

額
の
費
用
が
必
要
な
の
で
、
普
通
の
や
り
方
で
は
十
分
な
修
復
費
用
は
集
ま
ら
な

い
と
述
べ
て
い
る
。

第
三
に
、
七
ヶ
年
と
い
う
勧
化
の
実
施
期
間
を
三
年
に
短
縮
す
る
こ
と
を
請
願

し
、
最
後
に
「
是
非
々
々
御
力
ニ
難
及
儀
ニ
罷
成
候
得
者
、
猶
更
御
願
可
被
仰
上

思
召
候
」
と
募
金
結
果
に
よ
っ
て
は
、
再
び
幕
府
に
修
復
援
助
を
要
請
す
る
つ
も

り
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
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以
上
、
妙
法
院
の
使
者
が
最
終
的
に
願
い
出
た
内
容
は
、
所
司
代
に
事
前
報
告

し
た
請
願
の
内
容
と
は
相
当
差
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
勧
化
の
経
費
節
約
の
た

め
関
東
周
辺
の
地
域
で
勧
化
巡
行
を
し
た
い
と
い
う
請
願
が
、
実
際
に
寺
社
奉
行

宛
の
請
願
に
お
い
て
は
、
巡
行
の
代
わ
り
に
触
流
に
よ
っ
て
代
官
・
領
主
が
勧
化

金
を
と
り
ま
と
め
妙
法
院
の
勧
化
所
へ
納
入
し
、
更
に
勧
化
期
間
を
短
縮
す
る
な

ど
、
相
当
な
修
正
を
要
す
る
内
容
に
そ
の
形
が
変
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
請
願
に
つ
い
て
寺
社
奉
行
は
「
右
之
御
願
書
被
差
戻
之
上
、
右
之
御
願
書

者
、
於
京
都
伝
奏
衆
江
被
差
出
候
様
ニ
と
の
御
事
（
１８
）
」
と
願
書
を
妙
法
院
の
使
者
に

差
し
戻
し
、
再
び
京
都
の
武
家
伝
奏
へ
願
い
出
る
こ
と
を
菅
谷
・
青
水
ら
に
命
じ

た
。
寺
社
奉
行
へ
出
さ
れ
た
妙
法
院
の
請
願
は
事
前
に
所
司
代
に
報
告
さ
れ
て
な

い
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
請
願
を
ま
ず
は
所
司
代
に
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
彼
ら
は
江
戸
か
ら
帰
京
し
た
後
、
改
め
て
武
家
伝
奏
に
﹇
史
料
五
﹈
の

書
付
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宝
暦
五
年
十
二
月
三
日
の
記
事

を
見
る
と
「
御
老
中
よ
り
御
承
知
之
返
答
有
之
候
上
ニ
而
、
右
勧
化
物
取
集
候
儀
、

関
東
江
以
御
使
者
寺
社
御
奉
行
中
江
御
願
書
被
指
出
候
様
被
仰
達
候
（
１９
）
」
と
、
所
司

代
は
老
中
か
ら
の
返
事
を
待
ち
、
そ
の
後
関
東
の
寺
社
奉
行
に
再
請
願
を
す
る
よ

う
妙
法
院
に
指
示
し
て
い
る
。

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
二
月
二
十
六
日
、
江
戸
へ
の
使
者
と
し
て
松
井
左
近

が
選
ば
れ
、
翌
月
の
三
月
五
日
に
松
井
は
青
水
と
共
に
江
戸
へ
向
か
っ
た
。
そ
し

て
二
カ
月
後
の
六
月
二
十
四
日
、
松
井
は
京
都
に
戻
り
、
請
願
の
結
果
を
武
家
伝

奏
に
報
告
し
た
。

﹇
史
料
六
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
宝
暦
五
年
六
月
二
十
四
日
条

口
上
覚

去
三
月
、
関
東
江
御
使
を
以
、
御
願
被
仰
入
候
大
仏
殿
諸
伽
藍
御
修
復
勧
化

取
集
等
之
儀
、
家
別
勧
化
之
儀
者
難
被
仰
出
、
其
余
者
、

一
、
於
御
府
内
勧
化
所
相
建
指
置
、
以
御
威
光
可
罷
成
儀
ニ
御
座
候
者
、
御

領
者
御
代
官
、
私
領
者
従
領
主
武
家
・
寺
社
・
町
在
�
共
�
其
所
ニ
而
、

勧
化
御
取
集
、
其
国
�
よ
り
勧
化
所
江
三
ケ
年
之
内
ニ
、
御
代
官
・
領

主
等
よ
り
御
渡
被
下
候
様
ニ
御
願
被
成
候
事
、

一
、
諸
国
巡
行
之
儀
者
御
断
被
成
、
御
触
流
を
以
、
勧
化
所
江
相
集
候
様
ニ

被
願
思
召
候
事
、

一
、
最
初
御
修
復
之
儀
、
御
願
被
成
候
得
共
、
難
被
仰
付
旨
被
仰
出
候
、
然

共
元
�
御
修
復
之
儀
ニ
御
座
候
処
、
一
通
り
ニ
被
指
置
候
而
者
、
甚
御

難
渋
思
召
候
、
大
伽
藍
之
儀
、
何
方
江
御
願
可
被
仰
御
方
も
無
御
座
候
、

歳
�
関
東
御
世
話
被
成
不
被
為
進
候
而
者
、
御
門
主
難
被
成
御
立
、
御

難
儀
被
成
候
、
然
共
一
旦
被
仰
出
候
通
、
御
承
知
被
成
候
而
、
勧
化
之

儀
被
思
召
立
候
、
是
非
ニ
御
力
ニ
難
及
儀
ニ
罷
成
候
者
、
尚
又
御
願
可

被
仰
上
思
召
候
、
此
段
勧
化
相
調
候
上
、
否
之
儀
可
被
仰
上
候
、
御
寄

附
金
等
之
儀
茂
、
此
節
御
願
可
被
仰
上
候
得
共
、
先
御
指
控
被
成
候
、

偏
関
東
御
威
光
無
御
座
候
而
者
、
一
向
相
集
兼
申
候
、
何
卒
被
為
添
御

威
光
、
国
�
よ
り
無
遅
�
被
相
納
候
様
ニ
、
御
触
流
被
為
仰
付
被
為
進

候
様
被
成
度
、
御
願
思
召
候
事
、

右
御
願
之
通
、
当
月
六
日
於
関
東
寺
社
御
奉
行
中
よ
り
被
仰
渡
、
御
満
悦
思

召
候
、
仍
而
右
御
届
被
仰
入
候
、
以
上
（
２０
）

ま
ず
、
家
別
の
勧
化
金
割
り
当
て
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
他
に
つ
い

て
は
、
勧
化
の
期
間
を
七
年
か
ら
三
年
に
短
縮
す
る
こ
と
、
諸
国
巡
行
に
代
え
て

触
流
を
通
じ
て
募
金
を
集
め
る
こ
と
、
各
地
の
代
官
領
主
が
取
り
集
め
妙
法
院
の
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勧
化
所
に
渡
す
こ
と
な
ど
、
妙
法
院
が
願
っ
た
勧
化
方
式
の
変
更
は
ほ
ぼ
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
宝
暦
四
年
に
始
ま
っ
た
妙
法
院
の
修
復
請
願
は
、
勧
化
を
通
じ
て

修
復
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。
幕
府
に
よ
る
公
儀
普
請
や
拝
領
金
要

請
は
却
下
さ
れ
た
が
、
触
流
に
よ
る
勧
化
金
の
集
金
な
ど
既
存
の
方
式
と
は
違
う

勧
化
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
幕
府
の
妙
法
院
に
対
す
る
配
慮
が

あ
っ
た
の
に
加
え
て
、
妙
法
院
の
使
者
が
直
接
に
江
戸
へ
行
っ
て
数
カ
月
滞
在
し
、

直
接
請
願
し
た
成
果
で
も
あ
っ
た
。
妙
法
院
の
よ
う
に
由
緒
の
あ
る
寺
院
で
す
ら

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
幕
府
か
ら
の
直
接
的
な
援
助
は
期
待
で
き
ず
、
自
ら
努
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
。

二
�
勧
化
の
実
施
と
そ
の
成
果

宝
暦
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
妙
法
院
の
勧
化
は
妙
法
院
の
請
願
の
通
り
、
幕
府
の

役
所
に
よ
る
触
流
の
実
施
、
ま
た
代
官
・
領
主
に
よ
る
勧
化
金
の
取
集
め
な
ど
、

幕
府
が
そ
の
募
金
活
動
を
支
援
す
る
形
の
勧
化
で
あ
っ
た
（
２１
）
。
京
都
・
江
戸
に
は
妙

法
院
の
勧
化
所
が
設
置
さ
れ
、
京
都
の
勧
化
所
に
は
松
井
備
中
、
初
瀬
川
采
女
の

二
名
が
、
江
戸
で
は
松
井
左
近
、
中
村
帯
刀
、
青
水
内
記
の
三
人
の
中
か
ら
二
人

が
交
代
で
詰
め
る
こ
と
に
決
め
ら
れ
（
２２
）
、
ま
ず
宝
暦
六
年
五
月
二
十
六
日
に
、
中
村

帯
刀
が
江
戸
勧
化
所
に
派
遣
さ
れ
た
（
２３
）
。
ま
た
こ
れ
に
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
な
内
容

の
触
れ
が
出
さ
れ
た
。

﹇
史
料
七
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
宝
暦
六
年
八
月
十
七
日
条

京
大
仏
殿
諸
伽
藍
大
破
ニ
付
、
諸
国
勧
化
被
仰
出
可
巡
行
処
、
失
脚
多
相
懸

り
為
造
営
之
不
相
成
候
付
、
江
戸
表
ニ
勧
化
所
建
置
、
御
料
・
私
領
・
武
家

方
幷
寺
社
領
・
在
町
共
ニ
、
志
之
輩
者
物
之
多
少
ニ
よ
ら
す
寄
附
有
之
、
御

料
者
御
代
官
、
私
領
者
領
主
・
地
頭
江
取
集
差
出
候
様
、
妙
法
院
御
門
跡
被

成
御
願
候
間
、
被
存
其
趣
、
為
取
集
当
地
屋
敷
其
外
江
茂
不
相
廻
候
間
、
御

料
者
御
代
官
、
私
領
者
領
主
・
地
頭
、
寺
社
領
者
近
辺
御
代
官
・
地
頭
、
町

方
者
其
所
之
支
配
江
取
集
、
当
子
年
よ
り
来
ル
寅
年
迄
三
ケ
年
之
間
、
江
戸

山
王
境
内
勧
化
所
江
可
差
越
者
也
、

五
月

右
之
通
可
被
相
触
候
（
２４
）

こ
れ
は
宝
暦
六
年
五
月
二
十
二
日
に
、
寺
社
奉
行
か
ら
江
戸
に
派
遣
さ
れ
て
い

た
妙
法
院
の
使
者
松
井
左
近
・
青
木
内
記
に
渡
さ
れ
た
触
流
の
内
容
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
宝
暦
六
年
か
ら
同
八
年
ま
で
妙
法
院
の
勧
化
が
実
施
さ
れ
、
巡
行
の
代
り

に
幕
府
領
は
代
官
、
私
領
は
そ
の
領
主
が
勧
化
金
を
集
め
て
、
江
戸
山
王
社
境
内

に
あ
る
妙
法
院
の
勧
化
所
へ
渡
す
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
三
年
間
の
勧
化
に
よ
っ
て
妙
法
院
は
ど
れ
ほ
ど
の
成
果
を
あ
げ
た

の
か
。
勧
化
を
実
施
し
た
最
初
の
年
で
あ
る
宝
暦
六
年
の
成
果
は
は
か
ば
か
し
く

な
か
っ
た
よ
う
で
、
同
年
十
月
五
日
妙
法
院
の
坊
官
今
小
路
兵
部
卿
は
武
家
伝
奏

の
広
橋
宛
に
次
の
よ
う
な
書
付
を
提
出
し
て
い
る
。

﹇
史
料
八
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
宝
暦
六
年
十
月
五
日
条

覚

大
仏
殿
修
復
ニ
付
、
当
子
年
よ
り
寅
年
迄
三
ケ
年
之
間
、
諸
国
勧
化
被
仰
出

候
、
然
ル
処
当
七
月
、
御
歴
々
御
大
名
方
よ
り
、
御
寄
附
物
、
勧
化
所
江
被

遣
候
、
殊
之
外
左
少
之
儀
ニ
御
座
候
、
勧
化
最
初
ニ
右
躰
之
儀
ニ
御
座
候
而

者
、
外
之
御
大
名
方
例
ニ
茂
可
被
成
哉
、
左
候
へ
ハ
勧
化
物
集
り
方
、
甚
無
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覚
束
御
座
候
、
因
玆
於
関
東
右
之
趣
宜
被
仰
出
候
様
ニ
、
又
�
御
願
被
成
候

間
、
此
旨
松
平
右
京
大
夫
殿
（
２５
）
江
宜
御
伝
達
可
被
進
候
、
已
上
、

子
十
月
（
２６
）

勧
化
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
早
速
宝
暦
六
年
七
月
に
諸
大
名
か
ら
の
寄
付
が
あ
っ

た
が
、
そ
の
金
額
は
予
想
外
に
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
他
の
大
名
の

基
準
に
な
る
と
、
到
底
目
標
額
が
達
成
出
来
な
く
な
る
こ
と
を
妙
法
院
は
懸
念
し
、

再
度
幕
府
に
触
流
し
を
頼
み
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
書
付
が
提
出
さ
れ
た
一
週
間
後
の
十
月
十
一
日
、
京
都
の
勧
化
所
に
詰
め

て
い
た
松
井
備
中
が
妙
法
院
の
使
者
と
し
て
江
戸
に
向
か
っ
た
。
こ
の
他
、
大

坂
・
大
津
・
伏
見
・
奈
良
・
奈
良
な
ど
の
諸
奉
行
所
に
も
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
妙

法
院
が
勧
化
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
尽
力
す
る
様
子
が
窺
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
結
果
的
に
、
宝
暦
六
年
か
ら
三
年
間
実
施
し
た
勧
化
は
、
期
待

し
た
程
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
勧
化
が
終
わ
っ

た
直
後
で
あ
る
宝
暦
九
年
正
月
の
日
記
に
は
、「
子
丑
寅
三
ケ
年
之
内
御
取
集
之

儀
ニ
御
座
候
処
、
右
三
ケ
年
之
年
限
相
満
候
得
共
、
勧
化
物
未
悉
不
集
候（２７
）」
と
、

勧
化
金
の
取
集
め
が
順
調
で
は
な
い
状
況
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
翌
年
の
宝
暦

十
年
三
月
の
記
事
に
は
「
大
仏
殿
就
大
破
御
修
復
之
儀
御
頼
被
成
候
処
、
諸
国
勧

化
を
以
修
復
相
加
候
様
被
仰
出
、
去
子
之
年
よ
り
寅
之
年
迄
勧
化
物
御
取
集
候
処
、

集
方
事
之
外
無
甲
斐
、
諸
雑
用
ニ
茂
行
届
不
申
候
、
右
之
仕
合
ニ
御
座
候（２８
）」
と
勧

化
の
成
果
が
ほ
と
ん
ど
な
く
経
費
す
ら
賄
え
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

更
に
妙
法
院
は
宝
暦
十
三
年
二
月
に
武
家
伝
奏
に
提
出
し
た
書
付
で
「
大
仏
殿

諸
伽
藍
大
破
ニ
付
、
従
先
年
御
修
復
之
儀
、
度
々
於
関
東
御
願
被
成
候
得
共
、
難

被
為
仰
付
旨
ニ
付
、
又
々
去
辰
年
（
宝
暦
十
年
）
御
願
被
成
候
処
、
御
修
復
之
儀

ハ
、
何
分
難
被
為
仰
出
候
旨
、
翌
巳
年
（
宝
暦
十
一
年
）
被
仰
達
候（２９
）」
と
、
既
に

勧
化
の
年
限
が
終
わ
っ
た
直
後
で
あ
る
宝
暦
十
年
に
妙
法
院
は
幕
府
に
修
復
を
願

い
出
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
の
後
妙
法
院
に
は
幕
府
か
ら
明
和
元
年
か
ら
再
び
三
年
間
の
勧
化
を
行
う
こ

と
が
許
可
さ
れ
た
。
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
五
月
、
こ
の
再
勧
化
の
実
施
に
つ

い
て
妙
法
院
は
次
の
よ
う
な
書
付
を
提
出
し
た
。

﹇
史
料
九
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』
明
和
元
年
五
月
十
四
日
条

妙
法
院
宮
御
抱
京
都
大
仏
殿
諸
伽
藍
大
破
ニ
付
、
先
達
而
諸
国
勧
化
被
仰
出
、

勧
化
物
取
集
候
処
、
集
方
少
分
故
、
此
度
再
勧
化
被
仰
出
候
、
大
伽
藍
大
破

之
儀
容
易
ニ
者
修
復
難
相
成
候
間
、
御
料
・
私
領
・
武
家
方
幷
寺
社
領
・
在

町
共
、
格
別
ニ
寄
附
有
之
様
、
厳
重
之
御
触
流
御
願
被
成
度
候
事
、

一
、
此
度
再
勧
化
物
取
集
所
、
先
格
之
通
、
江
戸
山
王
境
内
、
京
都
者
大

仏
殿
寺
内
ニ
而
取
集
被
仰
付
候
事
、

一
、
御
料
者
御
代
官
所
江
取
集
、
御
代
官
よ
り
江
戸
・
京
勧
化
所
江
被
納

候
事
、

一
、
私
領
者
領
主
・
地
頭
江
取
集
、
右
同
様
ニ
被
相
納
候
候
事
、

一
、
支
配
有
之
分
者
、
其
支
配
江
取
集
、
右
同
様
ニ
被
相
納
候
事
、

一
、
寺
社
方
者
、
諸
宗
共
本
寺
触
頭
江
取
集
、
右
同
様
ニ
被
相
納
候
事
、

一
、
町
方
者
、
其
支
配
之
御
奉
行
所
江
取
集
、
右
同
様
ニ
被
相
納
候
事
、

右
之
通
被
仰
出
、
当
申
之
年
（
明
和
元
年
）
よ
り
戌
之
年
（
明
和
三
年
）
ま

で
三
ケ
年
之
間
、
当
申
之
年
十
二
月
・
閏
十
二
月
、
来
酉
之
年
十
一
月
・
十

二
月
、
来
ル
戌
之
年
正
月
・
二
月
迄
ニ
、
右
之
限
月
ニ
、
江
戸
・
京
勧
化
所

江
、
諸
国
一
統
相
納
候
様
、
厳
重
ニ
御
触
流
御
願
被
成
候
事
、

附
、
勧
化
物
取
集
候
前
、
当
秋
又
来
酉
之
秋
、
両
年
共
御
再
触
御
座
候
様
被

成
度
候
事
（
３０
）
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明
和
元
年
か
ら
三
年
間
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
勧
化
に
つ
い
て
妙
法
院
は
、

前
回
と
同
じ
く
江
戸
の
山
王
社
境
内
と
京
都
大
仏
殿
の
寺
内
に
勧
化
所
を
設
置
し
、

各
地
の
代
官
や
領
主
ら
が
募
金
を
取
り
集
め
、
そ
れ
を
妙
法
院
の
勧
化
所
に
持
参

し
て
く
れ
る
よ
う
に
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
回
の
勧
化
と
同
じ
で
あ
る
が
、
今

回
は
勧
化
物
を
集
め
る
前
の
秋
頃
、
勧
化
実
施
に
つ
い
て
触
れ
を
流
し
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
妙
法
院
の
依
頼
に
対
す
る
幕
府
の
回
答
は
「
再
勧

化
物
取
集
方
、
触
流
之
儀
幷
右
勧
化
物
、
大
坂
町
奉
行
支
配
之
町
人
之
内
江
も
御

貸
附
之
儀
者
、
御
願
之
通
被
仰
出
候
（
３１
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
再
勧
化
の
実
施

方
式
も
妙
法
院
の
請
願
の
通
り
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
勧

化
か
ら
集
め
ら
れ
た
金
を
大
坂
町
奉
行
の
支
配
地
域
の
町
人
へ
貸
し
付
け
る
こ
と

に
つ
い
て
も
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
れ
と
同
様
の
記
事
は
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
妙
法
院
の
請
願
の
中
で

も
「
御
拝
借
被
仰
出
候
者
、
其
利
倍
を
以
可
被
加
修
復
候
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

が
、
勧
化
が
終
わ
っ
た
宝
暦
十
三
年
の
時
点
で
こ
の
よ
う
な
請
願
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
宝
暦
六
年
か
ら
の
三
年
間
の
勧
化
の
成
果
が
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ

た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
手
元
の
資
金
を
他
へ
貸
し
付
け
て
利
益

を
得
よ
う
と
し
た
一
貫
し
た
動
き
と
し
て
読
み
取
れ
る
。
当
時
の
妙
法
院
は
勧
化

の
実
施
と
並
行
し
て
貸
付
を
行
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

妙
法
院
の
勧
化
に
つ
い
て
最
後
に
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
当
時
に
お
け
る

勧
化
が
庶
民
・
農
民
を
含
む
幅
広
い
一
般
大
衆
の
自
発
的
な
信
仰
心
に
訴
え
る
募

金
活
動
で
は
な
く
、
む
し
ろ
支
配
機
構
を
通
じ
て
強
制
さ
れ
た
募
金
と
い
う
性
格

が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
の
高
田
藩
に
お
け
る
妙
法
院
の
勧
化
に
関
す
る
記

事
を
見
て
み
よ
う
。

﹇
史
料
一
〇
﹈

出
典
『
高
田
藩
制
史

資
料
編
』、
宝
暦
八
年
七
月

覚

宝
暦
八
寅
年
七
月
廿
五
日

一
、
銀
拾
枚

内
三
枚
半

奥
州
御
領
中

弐
枚

頸
城
郡
御
領
中

壱
枚

町
中

三
枚
半

上
ゟ

右
者
京
大
仏
諸
伽
藍
大
破
ニ
付
勧
化
割
合
、
触
元
大
肝
煎
塚
田
源
次
右
エ
門

へ
申
渡
ス
、
尤
先
年
多
賀
大
明
神
勧
化
金
並
嵯
峨
法
輪
寺
勧
化
金
割
合
之
通

ニ
御
評
議
之
上
相
究
候
事
（
３２
）

史
料
が
作
成
さ
れ
た
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
は
、
宝
暦
六
年
か
ら
三
年
間
行

わ
れ
た
妙
法
院
の
勧
化
期
間
の
う
ち
最
後
の
年
で
あ
る
。
宝
暦
八
年
七
月
高
田
藩

で
は
妙
法
院
の
勧
化
金
に
つ
い
て
銀
十
枚
を
出
す
こ
と
に
決
め
ら
れ
、
そ
の
勧
化

金
を
藩
内
に
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
が
本
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

割
り
当
て
さ
れ
た
勧
化
金
が
同
年
九
月
と
十
二
月
二
回
に
わ
た
っ
て
藩
に
実
際
納

め
ら
れ
て
い
る
（
３３
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
の
勧
化
金
と
い
う
の
は
自
主
的
な
募
金
と

い
う
よ
り
、
強
制
力
を
帯
び
た
募
金
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
特

に
妙
法
院
の
よ
う
に
幕
府
が
そ
の
募
金
を
支
援
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
勧
化
に
お

け
る
強
制
力
は
強
く
作
用
し
て
、
高
田
藩
の
よ
う
に
納
入
す
べ
き
金
額
を
藩
が
決

め
、
領
内
に
割
り
当
て
る
ケ
ー
ス
も
間
々
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
勧
化
が
強
要
さ
れ
た
募
金
で
あ
る
こ
と
は
、
逆
に
民
衆
か
ら
の
自

発
的
な
募
金
が
期
待
で
き
な
い
当
時
の
状
況
を
物
語
っ
て
お
り
、
た
と
え
触
流
し

と
い
う
幕
府
の
支
援
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
十
分
な
資
金
を
捻
出
す
る
事
は
困
難
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で
、
勧
化
の
限
界
、
す
な
わ
ち
勧
化
が
修
復
資
金
の
主
た
る
財
源
に
は
な
り
得
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

三
�
貸
付
へ
の
大
転
換

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
幕
府
の
寺
社
に
対
す

る
支
援
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
り
、
た
と
え
由
緒
の
あ
る
有
名
寺
院
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
堂
舎
の
修
復
は
自
ら
の
努
力
と
才
覚
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
幕
府
の
支
援
は
せ
い
ぜ
い
勧
化
の
実
施
と
、
そ
の
た
め
の
触
流
し
を

認
め
る
程
度
で
、
妙
法
院
は
二
回
の
勧
化
を
実
施
す
る
許
可
を
得
た
も
の
の
、
そ

の
成
果
は
十
分
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
期
待
外
れ
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

を
補
う
べ
く
妙
法
院
が
考
え
た
方
策
が
貸
付
で
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
妙
法
院
の
堂

舎
修
復
の
主
た
る
財
源
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
い
て
は
以
下
に
そ

の
経
緯
を
検
討
し
た
い
。

い
つ
頃
か
ら
妙
法
院
が
本
格
的
に
貸
付
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ

の
手
が
か
り
と
し
て
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
十
一
月
に
妙
法
院
が
武
家
伝

奏
に
出
し
た
貸
付
金
延
滞
の
訴
え
を
見
て
み
た
い
。

﹇
史
料
一
一
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』、
宝
暦
十
一
年
十
一
月
三
日
条

一
、
御
家
来
鈴
木
求
馬
願
ニ
よ
て
、
一
昨
朔
日
、
伝
奏
月
番
広
橋
大
納
言
殿

亭
御
届
書
被
差
出
、
其
云
、

摂
州
西
成
郡
天
満
拾
壱
町
目

鍋
屋
喜
右
衛
門

同
郡
北
野
村

庄
屋
弥
次
兵
衛

同
郡
同
村

米
屋
半
右
衛
門

右
三
人
之
者
江
、
妙
法
院
宮
御
修
理
銀
之
内
、
御
家
来
鈴
木
求
馬
取
次
を

以
、
当
巳
之
三
月
廿
五
日
切
ニ
而
銀
拾
六
貫
目
去
辰
之
九
月
御
貸
附
有
之

候
処
、
限
月
ニ
至
り
相
滞
候
ニ
付
、
右
求
馬
よ
り
段
々
及
催
促
、
当
九
月

右
元
利
之
内
七
貫
五
匁
不
埒
ニ
相
成
候
ニ
付
、
右
取
次
人
よ
り
及
催
促
候

得
共
、
一
向
取
敢
不
申
候
而
、
御
手
支
ニ
相
成
候
ニ
付
、
大
坂
御
奉
行
所

江
以
御
使
急
之
御
取
立
被
進
候
様
可
被
仰
入
候
、
右
之
趣
大
坂
御
奉
行
所

江
宜
御
通
達
被
成
被
進
候
様
仕
度
候
、
仍
而
御
届
被
仰
入
候
、
以
上
、

十
一
月
（
３４
）

宝
暦
十
年
九
月
、
妙
法
院
は
家
来
鈴
木
求
馬
の
取
次
で
、
銀
十
六
貫
目
を
摂
州

西
成
郡
天
満
拾
壱
町
の
鍋
屋
喜
右
衛
門
、
同
郡
北
野
村
の
庄
屋
弥
次
兵
衛
、
米
屋

半
右
衛
門
の
三
人
へ
六
ケ
月
を
期
限
と
し
て
貸
し
付
け
た
が
そ
れ
が
延
滞
に
な
っ

て
し
ま
い
、
管
轄
す
る
大
坂
町
奉
行
所
に
そ
の
督
促
を
、
武
家
伝
奏
を
通
じ
て

願
っ
て
い
る
。
史
料
の
中
で
貸
付
さ
れ
て
い
る
十
六
貫
が
「
妙
法
院
宮
御
修
理

銀
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
貸
付
さ
れ
て
い
る
金
は
大
仏
殿
の
修

復
資
金
の
一
部
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
家
来
を
通
じ
た
貸
付
以
外
に
も
、
妙
法
院
は
出
入
り
の
町
人
を
支

配
人
と
し
て
貸
付
を
行
っ
て
い
た
。
妙
法
院
の
本
拠
で
あ
る
京
都
で
は
、
宝
暦
七

年
か
ら
貸
付
支
配
人
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
次
は
宝
暦
七
年
七
月
の
記
事
で
あ

る
。﹇

史
料
一
二
﹈
出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』、
宝
暦
七
年
七
月

（
朔
日
）
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一
、
御
出
入
町
人
、
誓
願
寺
通
御
幸
町
西
入
町
堺
屋
又
兵
衛
、
御
願
申
上
御
殿

御
修
理
銀
貸
附
支
配
之
儀
、
願
之
通
被
仰
出
、
於
御
玄
関
松
井
備
中
・
松

井
左
近
立
会
、
申
渡
也
、

但
、
右
願
書
幷
差
上
證
文
等
、
元
〆
方
ニ
記
之
、

（
中
略
）

（
八
日
）

一
、
両
町
奉
行
所
江
御
使
中
村
帯
刀
被
遣
、
堺
屋
又
兵
衛
願
御
殿
御
修
理
金
貸

附
之
儀
、
届
書
被
差
出
、

妙
法
院
御
門
跡
江
御
出
入
之
町
人
、
誓
願
寺
通
御
幸
町
西
入
町
居
住
仕
候

堺
屋
又
兵
衛
と
申
者
江
、
御
殿
御
修
理
銀
貸
附
之
儀
、
支
配
被
仰
付
候
、

萬
一
相
滞
候
節
者
、
御
奉
行
所
江
可
被
出
候
、
仍
而
御
届
被
仰
入
候
、
已

上
、七

月

妙
法
院
御
門
跡
御
使

中
村
帯
刀
印

御
奉
行
所
（
３５
）

朔
日
の
記
事
で
は
出
入
り
の
町
人
で
あ
る
堺
屋
又
兵
衛
が
妙
法
院
の
修
理
銀
の

貸
付
を
行
い
た
い
と
願
っ
て
、
妙
法
院
が
そ
れ
を
許
可
し
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。

ま
た
八
日
の
記
事
で
は
妙
法
院
が
堺
屋
又
兵
衛
を
貸
付
支
配
人
に
す
る
こ
と
に
つ

い
て
京
都
町
奉
行
所
に
報
告
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
宝
暦
七
年
と

い
う
年
は
、
妙
法
院
が
勧
化
を
始
め
た
翌
年
で
あ
り
、
早
く
も
こ
の
時
か
ら
妙
法

院
の
本
拠
京
都
で
は
妙
法
院
修
理
金
の
貸
付
を
行
う
支
配
人
希
望
者
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
他
に
も
『
妙
法
院
日
次
記
』
に
は
貸
付
支
配
人
に
つ
い
て
の
記
事
が
散
見

さ
れ
る
が
、
大
体
明
和
期
頃
か
ら
本
格
化
し
て
き
た
と
い
え
る
。

当
時
の
京
都
に
お
け
る
妙
法
院
の
貸
付
支
配
人
を
整
理
す
る
と
、
宝
暦
七
年
七

月
任
命
さ
れ
た
小
田
又
兵
衛
か
ら
始
ま
り
、
明
和
二
年
九
月
に
は
橋
本
長
兵
衛
と

橋
本
與
右
衛
門
の
二
名
が
加
え
ら
れ
、
更
に
同
年
十
月
に
は
神
谷
半
兵
衛
と
佐
々

木
九
右
衛
門
の
二
名
が
追
加
さ
れ
た
。
ま
た
同
年
十
二
月
に
は
大
谷
利
兵
衛
と
三

輪
五
郎
右
衛
門
と
望
月
長
兵
衛
の
三
名
（
退
役
す
る
佐
々
木
九
右
衛
門
の
跡
継

ぎ
）
が
加
え
ら
れ
、
明
和
二
年
の
一
年
間
で
京
都
に
お
け
る
貸
付
支
配
人
の
数
は

一
名
か
ら
七
名
に
急
増
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
若
干
の
増
減
が
あ
る
が
、
京
都
に

お
け
る
妙
法
院
の
貸
付
支
配
人
の
員
数
は
、
ほ
ぼ
十
名
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

一
方
、
大
坂
に
お
い
て
は
、
明
和
三
年
か
ら
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
明
和

三
年
三
月
十
八
日
の
記
事
に
は
「
大
坂
町
人
河
内
屋
平
介
、
願
ニ
よ
て
大
仏
殿
勧

化
銀
貸
附
支
配
被
申
付
候
ニ
付
、
今
日
御
礼
申
上
（
３６
）」
と
あ
り
、
河
内
屋
平
助
が
大

坂
に
お
け
る
最
初
の
貸
付
支
配
人
と
な
り
、
妙
法
院
の
坊
官
た
ち
か
ら
「
大
仏
殿

御
修
復
勧
化
金
貸
附
支
配
之
儀
、
其
方
江
被
仰
付
候
間
、
其
旨
相
心
得
麁
抹
之
儀
、

堅
有
之
間
敷
者
也
（
３７
）」
と
貸
付
に
関
す
る
指
示
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
十
二

月
に
は
伏
見
屋
作
兵
衛
と
木
嶋
屋
藤
右
衛
門
・
銭
屋
吉
左
衛
門
の
三
人
が
貸
付
支

配
人
と
し
て
加
え
ら
れ
、
そ
の
以
後
も
貸
付
支
配
人
が
続
々
増
員
さ
れ
て
い
る
。

明
和
・
安
永
期
の
大
坂
に
お
け
る
妙
法
院
の
貸
付
支
配
人
も
大
体
十
名
ほ
ど
で
、

京
都
と
同
数
の
貸
付
支
配
人
が
活
動
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

京
坂
以
外
の
地
域
で
も
、
妙
法
院
の
貸
付
支
配
人
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
明

和
二
年
六
月
に
は
勢
州
山
田
の
町
人
森
儀
宇
衛
門
と
天
春
藤
吉
の
二
名
、
同
年
十

月
に
江
州
大
津
の
町
人
茂
呂
久
治
と
永
田
平
助
の
二
名
、
更
に
同
年
十
一
月
に
は

越
前
に
あ
る
専
照
寺
末
寺
源
徳
寺
の
文
會
と
石
川
弥
惣
次
の
二
名
が
任
命
さ
れ
て

い
る
。
明
和
三
年
八
月
、
堺
で
は
菊
屋
五
兵
衛
と
い
う
町
人
が
、
明
和
四
年
五
月

に
は
長
崎
の
町
人
菱
田
次
右
衛
門
と
渡
邊
左
兵
衛
、
同
年
十
月
三
州
の
勝
鬘
皇
寺
、

30



同
年
閏
九
月
に
は
加
州
の
町
人
銭
屋
小
左
衛
門
、
同
年
十
一
月
に
は
和
州
の
八
百

村
屋
文
右
衛
門
と
薬
王
寺
屋
平
兵
衛
、
明
和
五
年
正
月
南
都
の
松
田
伊
兵
衛
、
同

年
十
二
月
播
州
の
平
井
吉
左
衛
門
と
庄
屋
次
郎
右
衛
門
、
明
和
八
年
十
一
月
に
は

信
州
の
尾
崎
伊
右
衛
門
な
ど
、
妙
法
院
の
貸
付
支
配
人
が
次
々
と
任
命
さ
れ
て
お

り
、
当
該
期
に
妙
法
院
の
貸
付
範
囲
が
広
範
な
地
域
に
及
ん
で
行
っ
た
と
思
わ
れ

る
。こ

れ
ら
の
背
景
に
は
明
和
元
年
か
ら
の
三
年
間
の
勧
化
が
終
わ
っ
た
後
、
再
勧

化
の
請
願
が
不
許
可
と
な
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
（
３８
）
、
宝
暦
七

年
の
堺
屋
又
兵
衛
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
勧
化
が
初
め
て
認
め
ら
れ
た
頃
か

ら
す
で
に
妙
法
院
の
貸
付
が
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

次
は
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
二
月
に
妙
法
院
か
ら
幕
府
に
出
さ
れ
た
拝
借

金
請
願
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
貸
付
に
関
す
る
妙
法
院
の
考
え
を
読
み
取
る
こ

と
が
出
来
る
。
長
文
で
あ
る
が
そ
の
ま
ま
紹
介
す
る
。

﹇
史
料
一
三
﹈

出
典
『
妙
法
院
日
次
記
』、
明
和
四
年
二
月
十
五
日
条

妙
法
院
御
門
跡
御
抱
大
仏
殿
者
、
年
久
敷
従
公
儀
御
手
入
無
御
座
、
漸
々

及
大
破
候
儀
、
御
門
室
御
近
代
々
宮
方
御
苦
労
ニ
思
召
、
別
而
故
宮
御
歎

被
成
、
難
被
捨
置
御
修
復
御
願
被
仰
立
候
処
、
諸
国
勧
化
被
仰
出
、
右
勧

化
物
、
京
・
大
坂
町
御
奉
行
所
御
支
配
之
町
人
幷
向
寄
御
代
官
所
江
貸
附

置
、
追
々
被
加
修
復
候
様
被
仰
渡
候
、
依
之
故
宮
御
在
命
之
中
、
修
復
之

儀
役
人
共
江
被
仰
付
、
右
勧
化
物
貸
附
金
手
当
て
仕
、
追
々
修
復
取
掛
り

申
候
、
然
る
処
、
勧
化
物
集
り
方
少
ク
、
取
懸
り
候
修
復
致
方
無
御
座
、

殊
更
天
下
無
双
之
大
伽
藍
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
少
金
ニ
而
者
中
々
修
復

行
届
不
申
差
支
候
ニ
付
、
役
人
共
相
談
仕
候
処
、
勧
化
之
儀
、
他
向
江
押

而
相
勤
メ
候
事
者
、
難
仕
御
座
候
故
、
大
仏
境
内
町
々
幷
ニ
御
門
跡
御
領

内
之
者
共
召
集
、
御
手
支
之
儀
申
聞
候
而
、
勧
化
物
外
々
よ
り
者
格
別
ニ

致
出
精
寄
附
仕
候
様
申
談
候
処
、
御
取
懸
り
御
座
候
大
仏
殿
御
修
復
之
儀
、

難
被
捨
置
御
儀
、
其
上
年
来
御
境
内
住
居
仕
、
御
慈
恩
茂
蒙
り
候
儀
ニ
御

座
候
得
者
、
格
別
出
精
寄
附
仕
度
本
意
ニ
御
座
候
得
者
、
多
分
之
金
子
全

ク
之
寄
附
ニ
仕
候
儀
者
難
致
候
、
此
度
寄
附
可
仕
金
子
、
手
広
ク
御
貸
附

被
成
、
従
公
儀
被
仰
出
候
通
、
年
壱
割
之
利
足
之
内
、
五
朱
通
り
者
弐
拾

ケ
年
之
間
、
寄
附
人
江
無
相
違
御
渡
被
下
候
者
、
何
茂
出
精
御
修
復
御
手

当
ニ
相
成
候
様
、
寄
附
可
仕
旨
申
之
候
、
然
ル
所
、
京
・
大
坂
之
内
ニ
而

者
、
借
り
受
相
望
候
も
の
少
ク
候
故
、
貸
附
手
広
ク
難
相
成
候
、
右
勧
化

金
空
敷
積
ミ
金
ニ
不
相
成
様
ニ
、
手
広
ク
貸
附
ニ
仕
、
御
取
立
之
儀
、
為

御
替
金
同
様
ニ
茂
無
之
候
而
者
、
勧
化
物
貸
シ
失
可
申
、
右
寄
附
金
相
対

之
手
段
難
仕
候
ニ
付
、
去
ル
戌
六
月
国
々
貸
付
幷
為
御
替
同
様
御
取
立
之

儀
共
、
奉
願
候
儀
ニ
御
座
候
、
然
ル
所
、
右
之
儀
者
、
難
被
仰
出
旨
被
仰

渡
候
、
依
之
境
内
町
々
幷
御
領
内
之
者
共
江
寄
附
金
相
対
之
儀
者
難
仕
候

而
、
役
人
共
相
談
之
趣
、
毎
度
相
調
不
申
、
今
更
可
仕
候
様
無
之
、
迷
惑

至
極
仕
候
、
此
上
奉
願
候
儀
、
重
々
恐
入
奉
存
候
得
共
、
先
御
門
主
御
願

ニ
而
御
取
懸
り
御
座
候
御
修
復
之
儀
、
何
卒
成
就
仕
度
奉
存
候
得
共
、
大

伽
藍
修
復
之
儀
、
何
分
御
憐
愍
奉
願
候
外
、
無
他
事
奉
存
候
、
依
之
何
卒

格
別
之
思
召
ヲ
以
、
此
度
御
金
壱
萬
領
拝
借
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願
候
、

何
分
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
者
、
右
金
子
、
京
都
・
大
坂
町
御
奉
行
所

幷
向
寄
御
代
官
所
よ
り
武
家
方
・
町
家
、
其
外
向
寄
之
在
方
江
御
貸
附
被

下
、
半
々
利
足
御
取
立
可
被
下
候
、
上
納
之
儀
者
、
本
金
幷
御
礼
金
共
々
、

廿
五
ケ
年
之
内
、
毎
歳
金
五
百
両
宛
上
納
仕
、
利
足
之
余
幷
追
々
集
り
候

勧
化
物
を
以
、
年
々
修
復
仕
候
旨
、
漸
々
修
復
成
就
可
仕
与
奉
存
候
、
乍

然
御
奉
行
所
御
代
官
所
ニ
而
、
御
貸
附
之
儀
難
被
仰
出
候
儀
ニ
御
座
候
者
、
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御
門
室
江
拝
借
金
引
受
、
右
向
々
江
貸
附
ニ
仕
、
右
申
上
候
通
、
年
々
無

相
違
返
上
可
仕
候
、
萬
一
相
違
之
儀
御
座
候
者
、
大
仏
境
内
町
々
屋
地
子

銀
、
京
都
町
御
奉
行
所
よ
り
、
直
々
御
取
立
可
被
下
候
、
右
御
願
申
上
候

儀
、
千
萬
恐
入
奉
存
候
得
共
、
先
御
門
主
御
願
之
上
、
御
取
掛
ケ
被
置
候

御
修
復
之
儀
、
何
卒
成
就
仕
度
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
者
、

年
々
利
足
之
余
分
を
以
、
当
時
之
修
復
相
加
、
弐
拾
五
ケ
年
之
間
拝
借
返

上
、
皆
済
仕
候
上
、
貸
附
元
金
壱
萬
両
之
内
五
千
両
ヲ
以
、
修
復
不
残
成

就
仕
、
相
残
ル
五
千
両
者
、
永
々
修
復
料
貸
シ
附
ニ
仕
置
、
右
利
足
積
ミ

金
を
仕
、
三
拾
ケ
年
ニ
壱
度
宛
、
諸
伽
藍
惣
修
復
仕
、
永
々
修
復
之
儀
、

公
儀
江
御
願
申
上
間
敷
候
間
、
何
卒
格
別
之
御
沙
汰
を
以
、
右
願
之
通
御

金
壱
萬
両
拝
借
被
仰
付
被
下
置
候
様
、
幾
重
ニ
茂
奉
願
上
候
、
以
上
（
３９
）

妙
法
院
は
前
年
行
わ
れ
た
修
復
請
願
と
勧
化
の
許
可
と
そ
の
実
施
に
つ
い
て
述

べ
、「
右
勧
化
物
、
京
・
大
坂
町
御
奉
行
所
御
支
配
之
町
人
幷
向
寄
御
代
官
所
江

貸
附
置
、
追
々
被
加
修
復
候
様
被
仰
渡
候
」
と
、
勧
化
か
ら
集
め
ら
れ
た
金
を

京
・
大
坂
町
奉
行
支
配
の
町
人
や
周
辺
の
代
官
支
配
の
地
域
に
貸
し
付
け
、
そ
の

利
益
を
持
っ
て
修
復
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
「
勧
化
物
集
り
方
少
ク
、
取
懸
り
候

修
復
致
方
無
御
座
」
と
勧
化
実
施
の
成
果
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、
修
復
は
途

中
で
止
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
勧
化
は
一
般
の
人
々
に
強
制
す
る

も
の
で
は
な
く
、
大
仏
殿
境
内
の
町
々
や
妙
法
院
門
跡
領
の
者
な
ど
の
所
縁
の
者

な
ら
納
得
し
て
寄
付
を
し
て
貰
え
る
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
を
寄
付
と
す

る
事
は
難
し
い
。
そ
こ
で
彼
ら
か
ら
は
寄
付
で
は
な
く
貸
付
資
金
と
し
て
資
金
を

集
め
、
手
広
く
貸
付
を
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
。
し
か
し
「
国
々
貸
付
幷
為
御
替

同
様
御
取
立
之
儀
共
、
奉
願
候
儀
ニ
御
座
候
、
然
ル
所
、
右
之
儀
者
、
難
被
仰
出

旨
被
仰
渡
候
」
と
、
こ
の
貸
付
金
は
そ
の
取
り
立
て
に
つ
い
て
幕
府
の
保
護
を
得

ら
れ
る
確
証
が
な
か
っ
た
の
で
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
妙
法
院
は
幕
府
に
一
万
両
の
拝
借
金
を
願
い
、
そ
の
資
金
を
京
・
大
坂

町
奉
行
所
や
近
辺
代
官
所
か
ら
武
家
方
、
在
町
へ
年
一
割
の
利
息
で
貸
付
し
、
そ

の
利
息
を
奉
行
所
と
妙
法
院
で
半
分
宛
分
け
合
う
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
も
し
奉

行
所
・
代
官
所
を
通
じ
て
の
貸
付
が
無
理
で
あ
れ
ば
、
一
万
両
を
妙
法
院
自
身
が

引
受
け
、
直
接
に
貸
付
を
行
い
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
名
目
金
の
貸
付
方
法
は
大

別
す
る
と
二
通
り
で
、
寺
社
な
ど
自
ら
が
借
用
人
と
貸
借
関
係
を
結
ぶ
相
対
貸
付

の
方
法
と
幕
府
に
貸
付
を
委
託
し
て
利
子
の
み
を
受
け
取
る
委
託
貸
付
の
方
法
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
妙
法
院
が
最
初
幕
府
に
委
託
貸
付
を
願
い
、
も
し
そ
れ
が
駄
目

で
あ
れ
ば
直
接
に
貸
付
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
こ
の
一
万
両
の

拝
借
金
は
二
十
五
年
間
を
拝
借
の
期
間
と
し
、
拝
借
金
と
礼
金
を
合
わ
せ
た
五
百

両
を
毎
年
幕
府
へ
上
納
す
る
こ
と
に
し
、
万
が
一
上
納
に
延
滞
が
生
じ
る
場
合
、

大
仏
殿
境
内
町
の
地
子
銀
を
京
都
町
奉
行
が
直
接
取
り
上
げ
る
こ
と
も
約
束
し
て

い
る
。
ま
た
こ
の
拝
借
期
間
が
終
わ
っ
た
後
、
手
元
に
残
る
一
万
両
の
う
ち
半
分

の
五
千
両
を
修
復
に
当
て
て
、
ま
た
残
り
の
半
分
を
修
復
費
の
た
め
に
貸
し
付
け

る
こ
と
に
し
、
自
力
に
永
続
に
修
復
で
き
る
仕
組
み
を
作
り
出
す
こ
と
が
妙
法
院

の
構
想
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
年
の
明
和
五
年
正
月
幕
府
か
ら
三
千
両
（
銀
に
百

九
十
貫
八
六
三
匁
四
分
）
の
拝
借
金
を
受
け
、
妙
法
院
は
こ
の
金
に
勧
化
金
四
千

九
百
両
と
合
わ
せ
、
七
千
九
百
両
を
直
接
貸
し
付
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
幕
府
へ
の
拝
借
金
請
願
と
、
そ
の
中
に
記
さ
れ
た
拝
借
金
の
貸
付

構
想
か
ら
想
定
す
る
と
、
妙
法
院
は
こ
の
時
期
に
な
る
と
貸
付
を
修
復
資
金
捻
出

の
第
一
の
方
法
と
し
て
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
勧
化
か
ら
集
め
ら
れ
た
金
で

あ
れ
、
幕
府
か
ら
の
拝
借
金
で
あ
れ
、
資
金
を
直
に
修
復
費
用
に
充
て
る
こ
と
で

は
な
く
、
貸
付
に
廻
し
て
、
そ
の
利
益
を
修
復
費
用
に
充
て
る
こ
と
で
、
永
続

的
・
安
定
的
な
修
復
財
源
を
確
保
し
よ
う
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

32



お
わ
り
に

本
稿
で
は
宝
暦
・
明
和
期
に
お
け
る
妙
法
院
の
幕
府
へ
の
修
復
請
願
の
内
容
、

そ
の
結
果
認
め
ら
れ
た
勧
化
の
概
要
及
び
そ
の
成
果
を
紹
介
し
て
き
た
。
妙
法
院

と
し
て
は
勧
化
で
は
十
分
な
修
復
資
金
を
得
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
し
て
や
恒
久

的
な
財
源
に
は
な
れ
な
い
と
考
え
た
結
果
、
結
局
貸
付
を
主
た
る
資
金
調
達
の
手

段
と
し
て
考
え
る
に
至
っ
た
。

そ
し
て
妙
法
院
は
唯
一
の
資
金
調
達
の
手
段
で
あ
る
貸
付
に
対
し
て
幕
府
の
協

力
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
妙
法
院
名
目
金
貸
付
の
発
端
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
必
ず
し
も
妙
法
院
と
い
う
一
個
の
寺
院
に
限
る
特
殊
な

問
題
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
寺
社
の
名
目
金
貸
付
が
活
発
に
な
っ
た

背
景
に
は
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
い
か
に
し
て
恒
久
的
な
財
源
を
確
保
す
る

の
か
と
い
う
問
題
が
潜
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
民
衆
を
対

象
と
す
る
貸
付
を
本
格
的
に
展
開
し
、
幕
府
に
保
護
を
要
請
し
た
寺
社
の
名
目
金

貸
付
と
い
う
現
象
は
、
こ
う
し
て
時
代
の
流
れ
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
妙
法
院
が
名
目
金
貸
付
に
乗
り
出
す
背
景
を
探
る
作
業
で
あ
っ
た
た
め
、

資
金
調
達
に
お
け
る
勧
化
か
ら
貸
付
へ
と
い
う
転
換
を
重
要
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
一
方
貸
付
に
走
ら
ず
、
依
然
と
し
て
勧
化
を
行
っ
て
い

た
寺
社
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
差
は
ど
こ
か
ら
起
因
す
る
の
か
、
こ
の
問

題
の
解
明
は
寺
社
の
名
目
金
貸
付
を
論
じ
る
う
え
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
に
な
る

と
思
わ
れ
る
（
４０
）
。

註（
１
）

寺
尾
宏
二

「
近
世
寺
院
の
貸
付
に
つ
い
て
―
青
蓮
院
名
目
金
の
研
究
序

説
」（『
産
業
経
済
論
叢
』
二
（
三
）、
京
都
産
業
大
学
、
一
九
六
七
年
）
一

〇
八
〜
一
〇
九
頁
。

（
２
）
『
国
史
大
辞
典
』

（
３
）

村
山
修
一
「
天
台
宗
門
跡
妙
法
院
史
の
刊
行
」『
日
本
歴
史
』
六
〇
八
号

（
一
九
九
九
年
）。

（
４
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
三
巻
、
一
八
四
〜
一
八
六
頁
。
宝
暦
七
年
四
月
、

武
家
伝
奏
へ
の
妙
法
院
門
跡
の
由
緒
な
ら
び
知
行
所
な
ど
の
報
告
。

（
５
）

当
時
京
都
所
司
代
、
酒
井
讃
岐
守
忠
用
。

（
６
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
二
〇
〇
頁
。

（
７
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
二
〇
八
〜
二
〇
九
頁
。

（
８
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
二
四
七
頁
。

（
９
）

倉
地
克
直
「『
勧
化
制
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
論
集
近
世
史
研
究
』
京
都
大
学

近
世
史
研
究
会
編
（
一
九
七
六
）。
勧
化
の
最
初
の
例
は
享
保
七
年
（
一
七

二
二
）
四
月
熊
野
三
山
権
現
社
の
諸
国
勧
化
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
幕
府

の
財
政
窮
乏
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
享
保
改
革
の
財
政
政
策
が
あ
っ
た
。
こ

の
勧
化
制
を
考
え
る
際
に
重
要
な
点
は
、
募
金
対
象
が
一
般
民
衆
を
対
象
に

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
の
基
本
は
寺
檀
制
度
を
通
じ

て
寺
院
・
僧
侶
と
檀
家
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
宗
教
が
壇
家

以
外
に
一
般
諸
人
に
直
接
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
原
則
的
に
否
定
し
て
い
た

が
、
勧
化
は
そ
の
例
外
と
も
言
え
る
。

（
１０
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
二
六
五
〜
二
六
六
頁
。

（
１１
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
二
七
七
〜
二
七
八
頁
。

（
１２
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
二
八
五
頁
。

（
１３
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
二
九
三
〜
二
九
四
。

（
１４
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
。
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（
１５
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
三
三
七
頁
。

（
１６
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
三
三
五
頁
。

（
１７
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
三
七
二
〜
三
七
五
頁
。

（
１８
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
三
七
二
頁
。

（
１９
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
四
〇
八
頁
。

（
２０
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
三
巻
、
六
四
〜
六
五
頁
。

（
２１
）

こ
の
よ
う
に
幕
府
の
行
政
機
構
に
よ
る
勧
化
の
触
流
、
勧
化
金
の
取
集
め

な
ど
幕
府
の
補
助
に
よ
る
勧
化
は
「
御
免
勧
化
」
と
し
て
、
こ
れ
と
対
立
的

に
寺
院
自
身
の
純
粋
な
自
力
に
よ
る
勧
化
は
「
相
対
の
勧
進
」
と
し
て
見
做

さ
れ
る
。
杣
田
善
雄
『
幕
府
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』
思
文
閣
出
版
（
二
〇
〇

三
）、
八
五
〜
八
六
頁
。

（
２２
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
巻
、
三
三
七
頁
。

（
２３
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
三
巻
、
六
二
〜
六
三
頁
。

（
２４
）
『
妙
法
院
日
次
記
』

第
十
三
巻
、
九
五
〜
九
六
頁
。
同
内
容
は
宝
暦
六
年

五
月
の
江
戸
町
触
（
近
世
史
料
研
究
会
編
『
江
戸
町
触
集
成

第
六
巻
』
塙

書
房
（
一
九
九
六
年
）、
一
六
頁
）、
ま
た
同
七
年
三
月
の
京
都
町
触
（
京
都

町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成

第
三
巻
』
岩
波
著
店
（
一
九
八
四
年
）、

四
五
四
頁
）
で
も
確
認
で
き
る
。

（
２５
）

当
時
京
都
所
司
代
、
松
平
輝
高
右
京
大
夫

（
２６
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
三
巻
、
一
〇
九
頁
。

（
２７
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
四
巻
、
二
頁
。

（
２８
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
四
巻
、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
。

（
２９
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
四
巻
、
一
九
二
〜
一
九
三
頁
。

（
３０
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
五
巻
、
三
七
八
頁
。

（
３１
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
五
巻
、
四
五
三
頁
。

（
３２
）
『
高
田
藩
制
史

資
料
編
』
第
一
巻
、
五
一
九
頁
。

（
３３
）

同
右
、
五
二
八
・
五
五
八
〜
五
五
九
頁
。

（
３４
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
四
巻
、
四
四
七
頁
。

（
３５
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
三
巻
、
二
一
一
〜
二
一
三
頁
。

（
３６
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
六
巻
、
九
五
〜
九
六
頁
。

（
３７
）

同
上
。

（
３８
）

明
和
元
年
か
ら
三
年
間
の
勧
化
が
終
わ
る
年
で
あ
る
明
和
三
年
の
春
、
ま

た
再
び
の
勧
化
を
願
い
出
る
が
、「
再
勧
化
物
御
再
触
之
儀
、
当
春
奉
願
候

節
、
当
時
御
門
跡
御
無
住
中
之
御
事
御
例
も
無
御
座
候
由
ニ
而
、
願
書
御
下

ケ
被
成
」
と
妙
法
院
門
跡
が
無
住
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
妙
法
院
の
勧
化

請
願
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
３９
）
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
六
巻
、
一
六
〇
〜
一
六
二
頁
。

（
４０
）

貸
付
へ
の
転
換
に
は
、
長
期
的
な
利
益
を
期
待
す
る
に
は
貸
付
と
い
う
方

式
が
適
合
で
あ
る
と
い
う
寺
社
側
の
合
理
的
な
判
断
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
勧
化
と
い
う
一
般
民
衆
を
対
象
に
強
制
的
な
募
金
を
続
け
る
こ
と
に
対

す
る
寺
社
の
戸
惑
い
と
い
う
も
の
も
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
前
掲
の
倉
地
氏
の
論
文
に
は
、
寛
政
十
年
高
田
藩
領
で
は
強
制
さ
れ

た
勧
化
に
つ
い
て
の
民
衆
の
不
満
が
あ
っ
た
と
言
及
さ
れ
る
。
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